
①伐採方法：皆伐　伐採後の造林の計画：人工造林の場合

伐採開始の30～90日前に
なっているか

伐採者と造林者が異なる場合、
連名で提出されているか

・所在場所は５条森林か
・すべての地番が記載されているか
・保安林・保安施設地区でないか
　→別手続きが必要
・森林経営計画対象森林でないか
　→別手続き(事後届出)が必要

森林法以外の法令により施業の制限がある場合、その種別等を
記載しているか　→手続きの要否等を担当窓口に確認するよう指導する

(注)森林整備事業（造林補助事業等）の
実施履歴がないか、届出者への聞き取りや
施業履歴を確認するなどして確認する
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・少数第２位まで記載されているか
・人工林・天然林の面積内訳が記載されているか

※ 青囲み箇所・・・R3伐造届出制度の改正により新たに追加された項目

市町村森林整備計画に適合しているか
（ゾーニングされた区域の場合、施業の方法に適合しているか）

届出者自ら伐採を行う
場合は記載不要

・伐採後に集材が行われない場合は
　記載不要
・既設の作業道等を利用する場合は
　"その他( )"もしくは備考に
　その旨を記載する



・少数第２位まで記載されているか
・伐採面積と一致しているか

伐採した日を含む年度の翌年度の初日から
起算して２年以内となっているか

市町村森林整備計画に定める
標準的な方法に適合しているか

「鳥獣害防止森林区域」でない
　場合は特段の記載は不要



伐採者と造林者が異なる場合、
連名で提出されているか

②伐採方法：皆伐　伐採後の造林の計画：天然更新の場合

伐採開始の30～90日前に
なっているか

・所在場所は５条森林か
・すべての地番が記載されているか
・保安林・保安施設地区でないか
　→別手続きが必要
・森林経営計画対象森林でないか
　→別手続き(事後届出)が必要

(注)森林整備事業（造林補助事業等）の
実施履歴がないか、届出者への聞き取りや
施業履歴を確認するなどして確認する



※ 青囲み箇所・・・R3伐造届出制度の改正により新たに追加された項目

・少数第２位まで記載されているか
・人工林・天然林の面積内訳が記載されているか
・伐採が複数年度にまたがる場合、年度別に伐採面積が記載されているか

届出者自ら伐採を行う
場合は記載不要

市町村森林整備計画に適合しているか
（ゾーニングされた区域の場合、施業の方法に適合しているか）

・伐採後に集材が行われない場合は
　記載不要
・既設の作業道等を利用する場合は
　"その他( )"もしくは備考に
　その旨記載する



・少数第２位まで記載されているか
・伐採面積と一致しているか

伐採した日を含む年度の翌年度の初日から
起算して５年以内となっているか

伐採した日を含む年度の翌年度の初日から
起算して７年以内となっているか

（注）天然更新が計画されている場合、伐採箇所が

　　・「特に効率的な施業が可能な森林」
　　・「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」

　　　に該当しないかを要確認！　→該当する場合は植栽するよう指導する

地域森林計画参考資料に掲載された「天然更新の
完了判断基準」に基づき、必要な本数を記載する
(例)3,000本/ha×3.30ha＝9,900本

５年度の天然更新の完了見込に関わらず
天然更新を計画する全面積を記載する



伐採開始の30～90日前に
なっているか

①伐採方法：間伐　の場合

・所在場所は５条森林か
・すべての地番が記載されているか
・保安林・保安施設地区でないか
　→別手続きが必要
・森林経営計画対象森林でないか
　→別手続き(事後届出)が必要



・少数第２位まで記載されているか
・人工林・天然林の面積内訳が記載されているか

市町村森林整備計画に
定める間伐の標準的な
方法に適合しているか
（伐採率30～40％と
　なっているか）

・伐採後に集材が行われない場合は
　記載不要
・既設の作業道等を利用する場合は
　"その他( )"もしくは備考に
　その旨記載する



間伐は更新を伴わないため、
造林計画書は不要



伐採者と造林者が異なる場合、
連名で提出されているか

伐採開始の30～90日前に
なっているか

④伐採後に森林以外の用途に供される計画の場合



伐採面積が１ha以下となっているか
※１ha以下であっても周辺の開発状況を森林クラウド等で念のため確認する

・伐採後に集材が行われない場合は
　記載不要
・既設の作業道等を利用する場合は
　"その他( )"もしくは備考に
　その旨記載する



伐採後に森林以外の用途に
供される計画の為、
造林計画の記載は不要

伐採後に森林以外の用途に
供される計画の為、下段以外は記載不要

伐採が終了した日を含む年度の
翌年度の初日から起算して
５年を経過した日までに、
計画された用途に供されて
いない場合は、その時点から
２年以内に森林に復旧する旨の
造林計画を記載する伐採後の用途及び転用予定時期

を記載する


